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作業環境測定機関に対する行政処分等について

基安発0217第 1号

平成 22年 2月 17日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部長

(公印省略)

作業環境測定機関に対する作業環境測定法第41条第1項の規定に基づく監査指導の実施に

ついては、平成 11年 2月 18日付け基発第74号「作業環境測定機関に対する監査指導の実

施について」をもって指示されているところであるが、監査指導の結果に基づく行政処分及び

行政指導の具体的運用については下記により行うこととしたので、その適切な実施に遺漏なき

を期されたい。

なお、平成 11年 2月 18日付け基安発第1号「作業環境測定機関に対する行政処分及び改

善指示の運用について」は、廃止する。

記

l 処分等基準

作業環境測定機関に対する行政処分又は行政指導は、別紙に掲げる基準(以下「処分等基

準」という。)により11'うこと。

2 行政処分を行うに当たっての留意事項

(1)行政処分を行うに当たっては、行政手続法(平成5年法律第 88号)、厚生労働省糖、

聞手続規則(平成 12年厚生省・労働省令第2号)、平成6年9月 30日付け基発第6



1 1号・婦発第272号「行政手続法の施行に伴う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に

ついて」等に留意すること。

(2)行政処分は、その理由として根拠条項、処分事由等を明示した書面(以下「処分通知書」

という。)により行うこととし、処分通知書には次に掲げる教示を付すこと。

ア 行政不服審査法(昭和 37年法律第 160号)第 57条の規定による教示

(例) rこの処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して 60日以内に、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。

ただし、処分があった戸の翌日から起算して 1年を経過したときは、審査請求す

ることができません。」

イ 行政事件訴訟法(昭和 37年法律第 139号)第46条第1項の規定による教示

(例) rこの処分に対する取消訴訟については、国を被告として(訴訟において国を

代表する者は法務大臣となります。)、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して 6月以内に提起することができます(処分があった日から 1年を経

過した場合を除きます。)。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起

算じて 60日以内に審査請求をした場合には、処分の取消訴訟は、その審査請求

に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して 6月以内に提起しなければ

なりません(裁決があった日から 1年を経過した場合を除きます。) 0 J 

3 行政指導を行うに当たっての留意事項

(1)行政指導は、軽微なものを除き、原則として書面により行うこと。この場合において、

当該書面の名宛人は作業環境測定機関の代表者と寸ること。

また、当該書面に次に掲げる事項を付すこと。

4 行政処分を行った後の措置

(1) 

5 その他



た場合は、当該処分通知書の写しを本省あて速やかに送付すること。



(参考例)

殿

処分通知書

労働局長

発番号

年月日

00労働局長の登録を受けた作業環境測定機関である、 (被処分機関名)に対して、下記の

とおり処分するので、通知します。

記

1 処分の根拠となる法令の条項

2 処分の原因となる事実

3 処分の内容

備考

1 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て60日以内に、厚生労働大臣に対して審査誇求することができます。ただし、処分

があった日の翌日から起算して 1年を経過したときは、審査請求することができませ

ん。

2 この処分に対する取消訴訟については、国を被舎として(訴訟において国を代表す

る者は法務大臣となります。)、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て6月以内に提起することができます(処分があった日から 1年を経過した場合を除

きます。)。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して 60日以内に

審査請求をした場合には、処分の取消訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達を受

けた日の翌日から起算して 6月以内に提起しなければなりません(裁決があった日か

ら1年を経過した場合を除きます。)。



<別紙I根拠条文ごとの表)>

根拠条文
(作業環境測定法)

処分事由

第2項

第1号

第2号

第3号

(注 T処分事由j は、法令の規定を便宜的に要約したものである。実際に処分する
に当たっては、必ず根拠となる条項を確認すること。




